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ペ
ッ
ト
は
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー 
ペ
ッ
ト
は
大
切
な
パ
ー
ト
ナ
ー 

動
物
愛
護
週
間 

月
　
日（
木
）〜
　
日（
水
） 

9

20

26

愛
犬
家
の
皆
さ
ん
へ

　

犬
は
、
運
動
不
足
に
な
る
と
ス
ト

レ
ス
が
た
ま
り
、
か
み
つ
い
た
り
、
無

駄
吠
え
を
し
て
近
所
に
迷
惑
を
か
け

て
し
ま
い
ま
す
。
犬
を
飼
っ
て
い
る
自

覚
を
持
っ
て
定
期
的
に
散
歩
さ
せ
る

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
散
歩
中
に
犬
が
し
た
フ
ン
の

始
末
は
、
飼
い
主
の
責
任
で
す
。袋
な

ど
を
持
参
し
、
持
ち
帰
っ
て
家
庭
の
ト

イ
レ
な
ど
で
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

　

お
と
な
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
公
園

や
庭
で
の
放
し
飼
い
は
絶
対
に
し
な

い
で
く
だ
さ
い
。
放
し
な
が
ら
の
散
歩

や
、公
園
で
遊
ば
せ
る
飼
い
主
が
目
に

つ
き
ま
す
が
、
放
し
飼
い
は
県
の
条
例

に
よ
り
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
必
ず
引
き

綱
（
リ
ー
ド
）
を
持
っ
て
散
歩
す
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

よ
い
飼
い
主
に
な
る
た
め
に

○
�
犬
や
猫
の
フ
ン
公
害
で
迷
惑
し

て
い
る
！
�
と
い
う
苦
情
が
頻
繁
に

あ
り
ま
す
。
犬
猫
の
責
任
で
は
な
く
、

飼
い
主
の
マ
ナ
ー
が
よ
く
な
い
の
で

す
。
マ
ナ
ー
を
よ
く
守
り
、
愛
情
と

責
任
を
も
っ
て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

○
�
野
良
猫
の
苦
情
�
が
増
え
て
い

ま
す
。

　

飼
い
主
で
な
く
て
も
、
野
良
猫
に

餌
を
与
え
る
こ
と
は
、
猫
に
居
心
地

の
良
い
場
所
で
あ
る
と
い
う
印
象
を

与
え
、
野
良
猫
の
増
加
と
フ
ン
公
害

に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

野
良
猫
に
餌
を
与
え
る
の
で
あ
れ

ば
、
自
分
の
猫
と
し
て
フ
ン
を
自
宅

で
す
る
し
つ
け
を
し
て
責
任
を
も
っ

て
飼
い
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
飼
い
猫
と
野
良
猫
の
区
別

が
つ
く
よ
う
に
、
飼
い
猫
に
は
目
印

（
首
輪
な
ど
）を
付
け
る
よ
う
に
し
ま

し
ょ
う
。

　

猫
は
放
し
飼
い
に
さ
れ
る
場
合
が

多
く
、
飼
い
主
の
気
が
つ
か
な
い
と

こ
ろ
で
他
人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ト
イ
レ
な
ど
は

き
ち
ん
と
し
つ
け
る
と
と
も
に
、
家

か
ら
出
さ
な
い
な
ど
の
飼
い
方
を
考

え
て
み
ま
し
ょ
う
。

犬
や
猫
を
捨
て
な
い
で
！

　

飼
え
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

安
易
に
捨
て
た
り
せ
ず
、
終
生
い
っ

し
ょ
に
暮
ら
し
ま
し
ょ
う
。

　

あ
な
た
の
家
の
前
に
ペ
ッ
ト
を
捨

て
ら
れ
た
ら
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る

で
し
ょ
う
？

　

捨
て
ら
れ
た
ペ
ッ
ト
の
気
持
ち

は
？

　

責
任
を
持
っ
て
飼
い
ま
し
よ
う
。

問　

環
境
対
策
課
（
内
線　

･　

）・

２６８

２６９

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

愛
玩
動
物
慰
霊
祭

愛
玩
動
物
慰
霊
祭

９
月　

日（
日
）　

午
後
２
時

２３

金
蔵
寺　

南
境
字
金
沢
１
０
４

会
費　

２
、０
０
０
円

問　

石
巻
獣
医
師
会
愛
玩
動
物
慰

霊
係　

�　

－

５
６
２
２　

ぐ
り
ー

９２

む
動
物
病
院
内

　

私
た
ち
の
生
活
か
ら
排
出
さ
れ
る

廃
棄
物
が
、
一
部
の
心
無
い
人
た
ち

の
手
に
よ
っ
て
、
河
川
や
山
林
に
、

あ
る
い
は
、
人
目
を
忍
ん
で
他
人
の

土
地
へ
勝
手
に
捨
て
ら
れ
る
ケ
ー
ス

が
多
々
あ
り
ま
す
。
市
で
は
、
こ
の

よ
う
な
行
為
を
未
然
に
防
止
す
る
た

め
、
職
員
に
よ
る
パ
ト
ロ
ー
ル
や
不

法
投
棄
防
止
看
板
を
設
置
す
る
な
ど

の
ほ
か
、
不
法
投
棄
監
視
を
強
化
す

る
た
め
、「
宮
城
県
タ
ク
シ
ー
協
会
石

巻
支
部
」・「
市
内
郵
便
局
」・「
石
巻

地
区
森
林
組
合
」
と
、
情
報
提
供
の

た
め
の
協
定
を
結
び
、
山
林
や
市
街

地
を
監
視
す
る
体
制
を
と
っ
て
い
ま

す
。
こ
の
監
視
体
制
は
、
投
棄
物
や

投
棄
者
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
速

や
か
に
石
巻
保
健
所
お
よ
び
警
察
署

な
ど
の
関
係
機
関
に
通
報
す
る
こ
と

に
よ
り
、
不
法
投
棄
を
未
然
に
防
止

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
不
法
投
棄
禁
止
違
反
の
場

合
は
、
５
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
、

１
、０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

せ
ら
れ
ま
す
。

問　

廃
棄
物
対
策
課

　
　

（
内
線　

・　

）

４０３

４０２

不
法
投
棄
は 

　
い
け
ま
せ
ん 

！！ 

不
法
投
棄
は 

　
い
け
ま
せ
ん 

！！ 

９
月
は
廃
棄
物
不
法
投
棄 

　
　 

防
止
強
化
月
間
で
す
。

 

　

市
で
は
、
市
長
が
各
総
合
支
所
に

出
向
き
、
地
域
の
皆
さ
ん
と
気
軽
に

意
見
交
換
を
行
う
、移
動
市
長
室「
市

長
と
話
す
っ
茶
屋
」
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

　

北
上
地
区
お
よ
び
牡
鹿
地
区
の
移

動
市
長
室
「
市
長
と
話
す
っ
茶
屋
」

は
９
月
に
開
催
す
る
こ
と
を
、
市
報

５
月
号
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
が
、

都
合
に
よ
り
次
の
と
お
り
の
開
催
と

し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
願
い
ま
す
。

北
上
総
合
支
所　
　

月
２
日（
火
）

１０

牡
鹿
総
合
支
所　
　

月
２
日（
金
）

１１

時
間
は
い
ず
れ
も
午
後
１
〜
７
時
で
す
。

問　

広
報
広
聴
課
（
内
線　

）
３９８

秋の交通安全市民総ぐるみ運動
　－９月２１日（金）～３０日（日）－

●重点目標●

　夕暮れどきの歩行中と自転車乗用中の交通事故

防止／シートベルトとチャイルドシートの正しい

着用の徹底／飲酒運転の根絶

問　防災対策課（内線５２１）・各総合支所総務企画課

移
動
市
長
室 

開
催
の
延
期 

「
市
長
と
話
す
っ
茶
屋
」
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市で収集する「燃えるごみ」のうち、約３０％が「生ごみ」といわれています。この「生ごみ」には、約

６０～７０％の水分が含まれていて、焼却施設に負担がかかっています。

「燃えるごみ」として出す前に減らすことができれば、ごみの減量に大きな効果が得られます。

２　出てしまった生ごみはリサイクル
　生ごみは、たい肥化することで資源（最終的には土）になり、燃やすことがなくなります。ごみの減量だけでな

く、作物などのたい肥として利用することもでき一石二鳥といえます。

３　家庭用生ごみ減量対策補助金制度
　生ごみの減量化、循環型社会の形成の一環として、自宅でたい肥化をしようとする方を支援するため、生ごみ容

器（通称：コンポスト）、発酵容器（通称：ＥＭ発酵容器）、電気式生ごみ処理機を購入される方に対して補助金を

交付しています。

　詳しくは、市のホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。

申・問　廃棄物対策課（内線５１０）・各総合支所市民生活課

地域のみなさんで集団回収をはじめてみませんか？
　市では、資源の有効利用を目的として、自主的に資源回収を実施している団体・グループ（子ども会・町内会・

ＰＴＡ・老人クラブなど）の皆さんに補助金を交付しています。身近なことから、ごみの減量化・リサイクルに参

加してみてはいかがですか？

　詳しくは、市のホームページをご覧になるか、直接お問い合わせください。

申・問　廃棄物対策課（内線５１０）・各総合支所市民生活課

ごみ集積所からの資源物の無断持ち去りは絶対にやめてください
対象資源物・・・古紙（新聞紙・雑誌・古本・ダンボール・紙パック）、空き缶、空きビンなど

　ごみ集積所に出された資源物については、市に所有権が帰属し、指定された事業者以外の者が資源物を持ち去る

ことを禁止しています。

　市としては、警察署の協力を得ながらパトロールを継続的に実施し、資源物の持ち去りに対し、強い姿勢で挑む

ことにしていますので、市民の皆さんにおきましても、持ち去りの現場を発見した場合、持ち去りに使用された車

両のナンバーなどを、連絡するなどの協力をお願いします。

問　廃棄物対策課（内線４０３・４０２）

事業所のごみは集積所には出せません
　飲食店・商店・会社・工場事務所などから出るごみ（営業ごみ）は、法令によって自ら処理するこ

とが義務付けられています。営業に伴うごみは、自己処理するか収集運搬許可業者に依頼し、適切に

処理してください。

問　廃棄物対策課　（内線４０３･４０２）

１　まずは生ごみを出さない工夫

《食料品を使い切る》
・無駄なものは買わない

・冷蔵庫にある残り物でメニュー

を考える

・料理の工夫で野菜を丸ごと調理

《作ったものは残さず食べる》
・作り過ぎない

・残ったおかずは冷蔵庫で上手に保存

する

《ごみに出す際は水気を切る》
・乾いている生ごみは流し台に入れな

い

・三角コーナーの生ごみはひと絞りし

てからごみに出す

生ごみ減量に取り組みましょう！ 生ごみ減量に取り組みましょう！ 生ごみ減量に取り組みましょう！ 


